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捗
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況

評
価

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

町田市いきいき長
寿プラン24-26の整
備方針に基づき、
認知症高齢者グ
ループホーム、定
期巡回・随時対応
型訪問介護看護及
び、（看護）小規模
多機能型居宅介護
の募集を行いま
す。

4

個
別
計
画

既存の特別養
護老人ホーム
の定員増

短期入所生活介護の定員の一部を特別養護老人
ホームの定員へ転換することを希望する事業者を
支援します。

定員数 定員増 ○

短期入所生活介護定員の一部を
特別養護老人ホーム定員へ転換
することを希望する1事業者から相
談を受けました。事業者が希望する
10月1日の運用開始に向けて、東
京都との調整や申請書の作成の助
言などの支援を行いました。この結
果、10月以降に市内の特別養護老
人ホームの定員数が10人増加し、
23施設2,223人となる見込みです。

短期入所生活介護定員
の一部を特別養護老人
ホーム定員へ転換するこ
とを希望する事業者の対
応は、上半期で全て終
了しました。

短期入所生活介護定員の一部を特別養護老
人ホーム定員へ転換したこと（1施設）に伴い、
特別養護老人ホームの定員数が10人増加
し、市内特別養護老人ホームの合計定員数
は2,223人となりました。

10人分増加
（合計定員数
が2,213人から
2,223人へ増
加）

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

短期入所生活介護
の定員の一部を特
別養護老人ホーム
の定員へ転換する
要件を満たし、かつ
転換することを希望
する事業者の対応
は全て終了しまし
た。

定期巡回・随時対応型訪問介護看
護及び（看護）小規模多機能型居
宅介護の募集を実施し、1事業者か
ら応募がありました。当該事業所の
選定のため、「町田市介護保険施
設等整備運営事業者の候補者評
価委員会」開催に向けた準備を行
いました。

町田市介護保険施設等
整備運営事業者の候補
者評価委員会を開催し
ます。引き続き、定期巡
回・随時対応型訪問介
護看護及び（看護）小規
模多機能型居宅介護の
募集を行います。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び（看
護）小規模多機能型居宅介護の募集を実施
しました。募集の結果、看護小規模多機能型
居宅介護の整備運営事業者として、1事業者
を選定しました。

整備運営候補
事業者の募集
の実施

看護小規模多
機能型居宅介
護1施設選定

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

策定した計画につ
いて、広報等により
市民の方へ周知を
行います。また、計
画の進捗確認を毎
年度行い、施策の
改善や3年後の計
画策定に反映して
いきます。

2

重
点
事
業
プ
ラ
ン

介護人材バン
クによる多様
な担い手の確
保

就労相談会や面接会、求職・求人アプリなどのICT
を活用した相談と研修等を通じて、介護人材バンク
による市内介護事業所への就労マッチングを推進
します。
また、介護職員としての基礎知識や技術を習得す
る資格であり、身体介護を行うために必須である、
介護職員初任者研修の受講を支援することにより、
新たな介護人材を確保します。また、介護の周辺
業務に従事している職員のステップアップとして、
育成・定着を支援します。

①介護人材バンクによる
就労人数

②資格取得者数（研修
修了者数）

①75人

②50人
○

①集合型の就労相談会や面接会
を10回開催しました。また、求人求
職アプリなどを活用し、あわせて25
人が就労に繋がりました。
②介護職員としての基礎知識や技
術を学ぶ介護職員初任者研修の
受講支援を開始し、49人から申込
がありました。

①引き続き、就労相談会
及び面接会を実施して
いきます。
②市民向け研修会等に
おいて資格取得支援事
業の周知及び受講者の
募集を行い、資格取得を
支援していきます。

①集合型の就労相談会及び面接会を26回開
催したことに加え、「介護の入門的研修「まち
いきヘルパー養成講座」」等の市民向け研修
において参加者を対象とした就労相談を実施
しました。
人材の確保は厳しい状況が続いていますが、
今年度開始した介護職員初任者研修の資格
取得支援や、求職・求人アプリの活用、オンラ
インでの就労相談の実施などの細やかな支援
により、合計57人が就労に繋がりました。
②市内の介護事業所等に新たに就労する方
及び就労中の方を対象とした介護職員初任
者研修の資格取得支援を行い、60人が研修
の受講を修了しました。

①57人
②60人

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

介護人材は、慢性
的な人手不足の状
況です。介護サー
ビスを継続するた
め、引き続き就労相
談会、面接会等を
実施し、人材確保
に努めます。また、
資格取得支援を行
うことにより、介護の
専門人材の確保に
努めます。

1 -

「（仮称）町田
市いきいき長
寿プラン24-
26」の策定

2022年度に実施した市民ニーズ調査・事業所調査
の結果等を踏まえ、「（仮称）町田市いきいき長寿プ
ラン24-26」を策定します。施策目標の設定にあ
たっては、「取組みの成果が見えやすい」、「市民に
とってのメリットが見えやすい」、「他自治体との比較
がしやすい」アウトカム指標を積極的に採用し、取
組みの効果の見える化を図ります。

計画の策定

計画
類型

2022年度に実施した各種調査の分
析結果等を踏まえ、町田市の現状
や課題を整理し、計画素案の作成
を進めました。素案の作成にあたっ
ては、計画審議会を4回開催し、施
策体系や指標等について審議を行
いました。

12月から1月にかけて、
パブリックコメントを実施
します。また、計画審議
会にて引き続き審議を行
い、2月に答申を受ける
予定です。
これらの結果をふまえ
て、3月に計画策定を完
了します。

各種調査の分析結果等を踏まえ、町田市の
現状や課題を整理し、計画素案の作成を進
めました。施策目標の設定にあたってはアウト
カム指標を積極的に採用し、取組みの効果の
見える化を図りました。計6回の計画審議会に
おける計画素案の審議及びパブリックコメント
の結果をもとに、2月の答申を経て「町田市い
きいき長寿プラン24-26」を策定しました。

策定完了策定完了 ○

3

個
別
計
画

地域密着型
サービス
事業所の拡充

地域密着型サービスのうち、整備を必要とする事業
者の選定を行います。
募集にあたっては、これまで応募が少なかった状況
を踏まえ、事業所の事情に合わせて応募しやすい
よう、公募期間を限定せず、新規整備に向けて柔
軟に対応します。

事業者の選定 1件 ○

部課名 いきいき生活部いきいき総務課

課の使命
〇高齢者やその家族等が住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らし続けられるように、介護サービスの基盤整備や高齢者施設の管理・運営、介護人材の確保・育成・定着の支援、災害時の要配慮者支援等を推進します。
〇いきいき生活部の総務担当課として、部の仕事の運営と進行を管理します。また、庁内外との調整機能を果たし、円滑な業務遂行を目指します。

実行計画（年度目標）
年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応



順
位

進
捗
状
況

評
価

計画
類型

年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応

引き続き業務分担の平
準化や、業務の効率化、
職員間の情報共有・連
携の強化に努めます。
また、全国労働衛生週
間に合わせた「ikiiki生活
宣言」運動のなかで、年
次有給休暇取得勧奨を
行います。

業務分担の平準化や効率化、Teamsを活用し
た職員間の情報共有を行うことで、休暇を取
得しやすい職場風土を醸成しました。
また、全国労働衛生週間に合わせた「ikiiki生
活宣言」運動のなかで、年次有給休暇取得勧
奨を行いました。
この結果、目標を上回る職員1人当たり平均
17.0日の年次有給休暇取得に繋がりました。

17.0日/人 B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

今後も、変化してい
く社会情勢や働き
方に対応していくた
め、業務の平準化
や効率化に取り組
み、引き続き休暇を
取得しやすい職場
風土の醸成に努め
ます。

6 -
ワークライフバ
ランスの実現

業務分担の平準化や、業務の効率化、職員間の
情報共有・連携の強化に努め、年次有給休暇の取
得しやすい職場風土を醸成します。

年次有給休暇取得日数 15日以上/人 ○

業務が円滑に進められるよう、資料
作成や庶務手続きなどにおいて、
積極的にTeamsを活用した情報共
有を行いました。また、朝礼や係内
打ち合わせで課長や係長が呼びか
けを行い、休暇を取得しやすい職
場風土を醸成しました。この結果、
職員1人当たり平均6.1日の年次有
給休暇取得に繋がりました。

5 -

あり方検討の
結果に基づく
ふれあい館事
業の推進

市内6か所のふれあい館で、「介護予防・健康づく
り」に関連したイベントや講座等を開催します。

介護予防・健康づくりに
関するイベントや講座の
開催数

介護予防・健
康づくりに関
するイベントや
講座の開催数

○

2022年度のふれあい館のあり方検
討会の結果を踏まえ、重点取組項
目「介護予防・健康づくり」のイベン
ト等の実施に向けた検討を行いま
した。

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

介護予防や健康づ
くりの講座やイベン
ト内容の充実を図り
ます。
また、単身高齢者
の外出機会を増や
す取り組みを検討
します。
さらに、より多くの高
齢者の利用につな
がる効果的な取り
組みは高齢者支援
センターを通じて市
内の各地域に展開
していきます。

市内6か所のふれあい館
で、シニア向け健康体操
講座を実施します。

市内6か所の全てのふれあい館で、シニア向
け健康体操講座のほか、ボール体操や体力
測定などの介護予防・健康づくりに関する講
座・イベントを合計196回実施し、延べ2,298人
の方に参加していただきました。

196回開催
延べ2,298人
の参加



順
位

進
捗
状
況

評
価

部課名 いきいき生活部保険年金課

課の使命
・被保険者の健康の維持・増進のために健康づくりを推進するとともに、医療機関などと連携して良質な医療を持続して被保険者に提供するため、国民健康保険及び後期高齢者医療の財政の健全化を図り、効率的な運営を行います。
・市民の身近な窓口として、国民年金に関する正確で分かりやすい相談、手続き業務を提供します。

実行計画（年度目標）
年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応
計画
類型

①第5期計画の分析をもとに、第6
期計画骨子を作成し、9月の町田
市国民健康保険運営協議会に諮
問しました。

②2022年度決算や被保険者数の
推移、新型コロナウイルス感染症が
感染法上の2類相当から5類相当に
なった影響等を踏まえ、一般会計
からの赤字補てん額の推計を行っ
ています。

①1月の町田市国民健
康保険運営協議会から
の答申を経て、3月に第6
期計画策定を完了しま
す。

②赤字補てん額の推計
結果をもとに、2024年度
の保険税率案を作成しま
す。1月の町田市国民健
康保険運営協議会への
諮問、答申を経て、税率
改定手続きを行います。

①1月の町田市国民健康保険運営協議会か
らの答申を経て、2月に第6期計画策定を完了
しました。

②新型コロナウイルス感染症が感染法上の2
類相当から5類相当へ移行したことに伴い、医
療費も減少することを想定していました。しか
し、新型コロナウイルス感染症の影響が残っ
たため、一般会計からの赤字補てん額が増加
しました。

①策定完了

②19.8億円

①策定完了

②17.6億円
○

3

経
営
改
革
プ
ラ
ン

後期高齢者医
療保険料の徴
収事務の一元
化

2024年度から後期高齢者医療保険料の徴収事務
を納税課へ移管します。
納税課と調整しながら、円滑な業務移管を行えるよ
う準備します。

徴収事務の一元化の準
備

準備完了 ○

D

D:取り組
みました
が、成果
が不十
分である
ためで
す。

・保険給付の適正
化、医療費適正化
の推進、保険税徴
収の適正な実施な
どに取り組むこと
で、赤字補てん額
の圧縮に努めま
す。

・策定した第6期計
画に基づき、保険
税率の見直しを実
施します。

2

個
別
計
画

「生活習慣病
等予防事業実
施計画（デー
タヘルス計
画）」の推進

・第3期生活習慣病等予防事業実施計画（2024～
2029年度）を策定します。
・第2期生活習慣病等予防事業実施計画をもとに、
糖尿病性腎症重症化予防のための面談指導及び
電話指導を実施します。指導の実施にあたって
は、かかりつけ医と連携を図った上で効果的に推
進します。

①第3期生活習慣病等
予防事業実施計画の策
定

②参加者の糖尿病に関
する検査値の維持改善
率

①策定完了

②75%
○

①第2期計画の分析をもとに、第3
期計画骨子を作成し、9月の町田
市国民健康保険運営協議会に諮
問しました。

②糖尿病の重症化予防が必要と考
えられる約900名に対し、通知及び
電話による参加勧奨を実施しまし
た。50名の定員に対し、参加者は
40名と、前年度を17名上回りまし
た。9月から、個別指導を開始しまし
た。

①過去3年間の医療費を
分析し、被保険者の健康
課題を抽出します。抽出
した課題をもとに、第3期
計画を策定します。医師
会からの助言および1月
の町田市国民健康保険
運営協議会からの答申
を経て、3月に第3期計画
策定を完了します。

②かかりつけ医と連携
し、指導を9月から2月の
6か月間にわたり実施し
ます。指導初回に個人
目標を設定し、達成状況
を確認しながら進めるこ
とで、より効果的な指導
を実施します。

①医師会からの助言および1月の町田市国民
健康保険運営協議会からの答申を経て、2月
に第3期計画策定を完了しました。

②保健指導の方法を「対面」と「電話」の2種類
用意して、参加者のニーズに合わせて実施し
ています。指導計画の立案にあたっては、参
加者のかかりつけ医の意見を踏まえるなど、
連携して事業を実施しました。その結果、75％
の参加者が、事業参加前と比べて検査値を
維持改善することができました。
また、これ以外にも、2022年度の参加者に対
し、フォローアップとして、計2回の電話指導を
実施しました。継続的な支援を行うことで、参
加者の健康意識醸成に寄与しました。

①策定完了

②75%
C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

①策定した第3期計
画に基づき、2024
年度から2029年度
まで生活習慣病等
予防事業を実施し
ます。

②2024年度はこれ
までの取組に加え、
糖尿病の治療を中
断した方や、腎機
能の検査値が一定
値以上の方に対し
て受診勧奨を行い
ます。

1

経
営
改
革
プ
ラ
ン

国民健康保険
財政の健全化

・第6期町田市国民健康保険事業財政改革計画
（2024～2026年度）を策定します。
・2024年度保険税率の見直しを行い、適切な税率
とすることで、一般会計からの赤字補てん額を減少
させます。

①第6期町田市国民健
康保険事業財政改革計
画の策定

②保険税率改定後の一
般会計からの赤字補て
ん額

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

徴収事務移管後
も、課税・資格事務
とのスムーズな連携
に努めます。

・円滑な業務移管のため、納税課
担当者と月2回の定例会議を行い、
事務処理方法等の見直しを行いま
した。

・2024年4月からの業務委託を円滑
に開始するため、2023年10月から
準備委託を開始します。そのため
の育成計画を作成しました。

・引き続き納税課と定例
会議を行い、円滑な業務
移管を進めます。

・10月から準備委託を開
始し、育成計画に基づい
て引継ぎを進めます。

・担当部署変更に伴い、
収納および徴収業務に
関する帳票類および市
ホームページの記載を
見直します。

・納税課と月2回の定例会議を行い、納付相
談、納付済額通知発行、口座振替受付期限
等3課で異なっていた事務処理方法を整理し
ました。

・2023年10月から一部の収納事務の準備委
託を開始しました。業者育成計画に基づき、
業務引継ぎ、マニュアル整備を計画的に進
め、4月から業務委託を円滑に開始する体制
を整えました。

・2024年4月から後期高齢者医療保険料の徴
収事務を納税課へ移管することについて、催
告書への案内の同封、広報およびホーム
ページへの掲載により、市民への周知を行い
ました。

準備完了



順
位

進
捗
状
況

評
価

年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応
計画
類型

B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

①導入したRPAの
安定的な運用に努
めます。引き続き他
の業務でのRPA活
用を検討します。

②新たに高額療養
費支給対象となっ
た方に周知を行
い、公金受取口座
を含む自動口座振
り込みの利用率の
向上に努めます。

③制度改正等に対
応した業務マニュア
ルの見直しを引き
続き行います。

①不当利得返還請求業
務に関する業務だけで
なく、RPAのさらなる活用
について検討します。

②引き続き、高額療養費
支給申請書に、勧奨チラ
シを同封し、窓口及び電
話でも公金受取口座を
含む自動口座振込の勧
奨を行います。

③下半期に必要となる業
務マニュアルを策定する
とともに、策定済みの業
務マニュアルについても
適宜見直し・修正を行い
ます。

①-1　不当利得返還請求業務に関するRPA
は上半期に導入を完了しました。簡易な入力
作業を自動化したことで作業時間を削減でき
ました。

①-2　後期高齢者医療の基準収入額適用対
象者確認業務についてもRPAを導入したこと
で、作業時間を削減できました。

②勧奨チラシの配布や、窓口及び電話で周
知を行ったことで、自動口座振込制度の利用
率が前年の75％を上回り80%になりました。

③国民健康保険市町村事務処理標準システ
ムの運用開始に伴う業務マニュアルの策定が
完了しました。策定した業務マニュアルは適
宜見直し・修正を行い、効果的に活用すること
で、繁忙期の時間外勤務時間を削減すること
ができました。

4件

4 -
市民満足度の
向上

・市民満足度を測る方法を検討し、指標を設定する
とともに、市民満足度の現状値を把握します。
・市民満足度を向上させるため、新たな情報発信と
して、メール配信サービス・LINEで、保険・年金に
関する情報発信を行います。

①市民満足度の指標設
定

②メール配信サービス・
LINEの配信回数

①設定完了

②2430回

※配信予定回
数が増えたた
め、上方修正
しています。

○

①窓口を利用する市民の満足度を
指標に設定しました。現状値を把
握するためアンケート調査の準備を
開始しました。まずは100件の回答
を得ることを目標に、実施方法（窓
口・郵送）や質問項目について検
討しました。

②納税（納入）通知書の発送、保険
証や限度額認定証等の更新、国民
年金の免除申請、成人健康診査に
ついてなど、9月までに合計18回の
配信を行いました。登録者数は国
民健康保険が746人、国民年金が
774人、後期高齢者医療制度が503
人になりました（8月末時点。メー
ル・LINEの重複含む）。

①アンケート調査を実施
し、現状値を把握しま
す。さらに、今後の目標
値を設定します。

②医療費通知について
のお知らせなど、12回の
配信を行います。

①窓口を利用する市民へアンケート調査を実
施しました。106件の回答を得て、全4項目の
質問（職員の態度・説明内容・待ち時間・所要
時間）について、「満足している」と回答した人
は90％でした。これを踏まえ、今後の目標値
を「窓口アンケートの満足度　90％以上」に設
定しました。さらに、満足度向上のための具体
的な取組の検討を行いました。

②納期のお知らせ、医療費通知、産前産後の
免除申請についてなど、3月までに合計40回
の配信を行いました。登録者数は国民健康保
険が1005人、国民年金が1049人、後期高齢
者医療制度が712人になりました（1月末時
点。メール・LINEの重複含む）。保険・年金に
関する情報を、市民が手軽に受け取れる環境
が整いました。

①設定完了

②40回
B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

①市民満足度向上
のための取組を検
討し、実施します。
また、オンライン手
続きの導入につい
ても検討します。

②引き続き、保険・
年金に関する情報
を発信します。

5 -

ワーク・ライフ・
バランスの推
進のための業
務の効率化

業務効率化の取組として、次の3件に取組みます。

①不当利得返還請求業務にRPAを導入し、簡易な
入力業務などを自動化します。

②高額療養費受給対象者に対し、自動口座振込
制度の周知を図るため、高額療養費支給申請書
に、自動口座振込についての勧奨チラシを同封し
て送付します。

③国民健康保険市町村事務処理標準システムの
運用開始に伴い、業務マニュアルの策定及び見直
しを行います。

業務効率化の取組件数 3件 ○

①不当利得返還請求業務にRPA
の導入が完了し、4月から簡易な入
力業務と納付書出力業務、9月から
納付書年度更新業務の自動化をし
ました。

②毎月送付する高額療養費支給
申請書に、自動口座振込の勧奨チ
ラシを同封しました。市民の利便性
向上のため8月から新たに開始した
公金受取口座に対応したチラシに
変更しました。

③上半期に必要となる新たなシス
テムに対応した業務マニュアルの
策定を完了しました。さらに、8月の
公金受取口座の導入に合わせて、
修正を行いました。



順
位

進
捗
状
況

評
価

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

高齢化の進展に伴
い、介護予防の取り
組みは今後益々重
要となるため、引き
続き、高齢者支援
センターやリハビリ
テーション専門職
等の関係機関と連
携して、グループ活
動の充実を図って
いきます。

自主グループ参加者の心身機能
維持・向上のため、以下の支援を
行いました。
①「町トレ」を行っている自主グルー
プ43団体に対して、リハビリテーショ
ン専門職による実技指導や体力測
定等の支援を合計63回行い、活動
の充実・強化につなげました。
②自主グループに対し、栄養学習
や口腔体操などのメニューを紹介
するチラシを配布したほか、自主グ
ループ間の交流会や介護予防に
関する講座を活用し、参加者へメ
ニューの周知を行いました。
③オンラインツールの使用方法を
学ぶ講座を2回開催したほか、8ヶ
所の拠点に相談窓口を合計93回
設置しました。また、グループの活
動先等への出張相談を6回行いま
した。

①引き続き、リハビリテー
ション専門職による「町ト
レ」のスタート応援及び
継続支援を実施します。
②高齢者支援センターと
連携し、全ての自主グ
ループへ情報提供を行
います。
③グループのニーズに
応じ、引き続きオンライン
ツール活用に向けた支
援を行います。
④2月に、自主グループ
参加者の要介護認定状
況の確認及び前年度と
の比較を行います。

年間を通じて以下の取り組みを行った結果、
要介護認定状況の維持改善率が91.0％とな
り、目標を達成することができました。
①「町トレ」を行っている自主グループのうち
84団体に対して、リハビリテーション専門職に
よる支援を合計143回行いました。
②栄養や口腔に関する講座を、6センターで
合計21回実施しました。また、高齢者支援セ
ンターと連携し、自主グループ間の交流会や
グループへの訪問等を通じて、活動中の432
グループのうち93.8％のグループに栄養や口
腔などのメニューの周知を行いました。
③オンラインツールの使用方法を学ぶ講座を
4回開催したほか、9ヶ所の拠点に相談窓口を
合計193日間設置しました。また、グループの
活動先等への出張相談を13回行いました。
④自主グループ参加者の要介護認定状況の
確認及び前年度との比較を行った結果、維持
改善率が91.0％となりました。

91.0%

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

あり方検証の方向
性を踏まえ、高齢
者支援センターに
対し適切な支援を
行いながら、支援セ
ンター機能の充実
を図ります。

2

個
別
計
画

フレイル予防
の推進

フレイルチェック会を開催し、自身がフレイル（虚
弱）状態にあるか否かを確認することで、フレイル予
防に関する意識を高めます。チェック会では、運
動・栄養・口腔・閉じこもり等フレイルに関する総合
的なチェックを行い、専門職による予防に関する講
座を開催し、フレイル予防に必要な取り組みにつな
がるよう促します。

フレイルチェック会参加
者に対するアンケートの
うち、「講座で学んだ内
容を日常生活の中に取り
入れてみたいですか」に
ついて「①取り入れたい」
「②少し取り入れたい」と
回答した方の割合

90％以上 ○

フレイルチェック会を全4回中3回実
施しました。
フレイルチェック会参加者に対する
アンケートのうち、「講座で学んだ内
容を日常生活の中に取り入れてみ
たいですか」について全員が「①取
り入れたい」または「②少し取り入れ
たい」と回答しました。（無回答を除
く）

残り1回のフレイルチェッ
ク会を11月に開催し、引
き続きフレイル予防の推
進に努めます。

フレイルチェック会を年4回実施し、合計76人
が参加しました。
フレイルチェック会参加者に対するアンケート
のうち、「講座で学んだ内容を日常生活の中
に取り入れてみたいですか」について、全員
が「①取り入れたい」または「②少し取り入れた
い」と回答しました。（無回答を除く）

100% B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

より多くの方にフレ
イルチェック会に参
加していただけるよ
う、後期高齢者への
送付物に案内を同
封するなど、更なる
周知に努めます。

1

個
別
計
画

高齢者支援セ
ンター機能の
充実

単身高齢者や高齢者のみの世帯の増加に伴い、
見守り、介護予防プラン作成、虐待ケース対応等、
高齢者支援センターの業務が増加し、円滑な業務
遂行に支障が生じています。
そのため、2024年度に実施予定の高齢者支援セン
ター運営事業者プロポーザルに向け、現状把握・
分析を行い、優先して取り組む課題の整理及び委
託内容の見直しを行います。

高齢者支援センターあり
方の検証

計画
類型

5月に「高齢者支援センターあり方
検討チーム」を立ち上げました。
6月中旬から７月上旬にかけて、高
齢者支援センターに対し、業務実
施における課題についてヒアリング
を実施した後、検討チームで結果
を共有しました。
7月下旬から8月下旬にかけて、ヒア
リングで把握した課題について、各
担当で対応を検討しました。

各担当で検討した対応
策をもとに、優先して取り
組む課題を整理し、地域
包括支援センター運営
協議会の意見を踏まえ
たうえで、委託内容を見
直します。

「高齢者支援センターあり方検討チーム」で検
討を実施し、高齢者支援センター運営事業に
おける現状と課題、改善策をまとめました。こ
のうち、業務の整理と効率化を優先課題とし、
2024年度の仕様書の見直しを行いました。
他の課題についても、2025年度に向けて、見
直しの方向性をまとめました。

実施実施 ○

3

個
別
計
画

介護予防自主
グループ活動
の支援・充実

介護予防を行う自主グループの活動が、より効果
的なものとなるよう、以下の3つの支援を行います。
・「町トレ」を行う自主グループに対し、リハビリテー
ション専門職が実技指導や体力測定などを行いま
す。
・全ての自主グループを対象としてに対し、栄養学
習や口腔体操などの介護予防に役立つメニューを
提供します。
・非対面でもグループ活動が継続できるよう、オンラ
インツールの使用方法を学ぶ講座を開催して、ま
す。自宅からでも自主グループ活動に参加できる
環境を整備します。

※活動内容が詳細に分かるよう、文言を修正しまし
た。

自主グループ参加者の
介護保険要介護認定状
況が、前年度と比べて維
持又は改善した割合

90％以上 ○

部課名 いきいき生活部高齢者支援課

課の使命 高齢者が、住み慣れた地域で必要な支援を受けながら安心して暮らすことができ、社会参加や介護予防に取り組みやすい環境づくりを、地域の関係者と連携して行います。

実行計画（年度目標）
年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応



順
位

進
捗
状
況

評
価

計画
類型

年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応

高齢者分野だけでなく、
子ども、環境等様々な分
野の地域団体を対象とし
たワークショップを10月
に開催します。

認知症とともに生きるまちづくりについて考え
るワークショップを市内大学の学生を対象に
開催し、76人が参加しました。また、市内で活
動している様々な分野の団体に呼び掛けて、
ワークショップを行い、8団体12人が参加しま
した。当日は、16のまちだアイステートメントを
活用して地域のつながりや居場所づくりにつ
いて検討しました。

88人 B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

ワークショップで出
されたアイデアを実
現につなげるため、
関係者の調整や実
施に向けた課題の
整理などの支援を
行います。

7 -
時間外勤務時
間の削減

業務の適切な進行管理と業務プロセスの見直しに
より、業務の効率化と時間外勤務時間の削減を図
ります。

職員一人当たり時間外
勤務時間の月平均時間

10.8時間
（2022年度比
5％減）

△

新たな組織体制での業務手順の確
認や情報共有など、担当間での連
携に努めました。しかしながら、年
度当初に担当間の事務調整や業
務執行に時間を要したほか、（仮
称）いきいき長寿プラン24-26策定
事務に時間を要したため、職員一
人当たりの時間外勤務月平均時間
が増加しました。

業務の進行管理及び時
間外勤務実施内容の確
認を徹底します。また、
業務の工程を点検し、簡
素化・効率化に取り組
み、時間外勤務時間の
削減を図ります。

業務の簡素化・効率化、時差勤務の活用や
業務分担の見直しなど時間外勤務時間の削
減に取り組みましたが、いきいき長寿プラン
24-26策定事務や、高齢者支援センター業務
における事業評価事務などに時間を要したこ
とから、職員一人当たりの時間外勤務月平均
時間は17.45時間と目標を達成できませんで
した。

17.45時間 D

D:取り組
みました
が、成果
が不十
分である
ためで
す。

業務分担や業務手
順の適正化などの
さらなる推進によ
り、時間外勤務時
間の削減を図って
いきます。

6

重
点
事
業
プ
ラ
ン

認知症の人や
その家族の居
場所づくり

「認知症とともに生きるまちづくり」を推進するため、
認知症当事者やその家族、医療や介護の専門職、
地域住民といった多様な関係者に参加いただき、
認知症の人やその家族と地域との繋がりづくりや、
自分らしく過ごせる居場所づくりについて検討する
ワークショップを開催します。

「認知症とともに生きるまちづくり」を推進するため、
認知症の人やその家族が自分らしく過ごせるまち
づくりについて話し合うワークショップを開催しま
す。ワークショップには、認知症当事者やその家
族、医療や介護の専門職、地域住民といった多様
な関係者が参加します。

※活動内容が詳細に分かるよう、文言を修正しまし
た。

まちづくりワークショップ
参加者数

30人 ◎

認知症とともに生きるまちづくりにつ
いて考えるワークショップを市内大
学の学生を対象に開催し、76人が
参加しました。ワークショップでは、
認知症当事者の話を聞いた後、認
知症の人の声を尊重できる地域づ
くりのために、自分たちに何ができ
るかをグループで話し合いました。

5

個
別
計
画

医療・介護連
携の推進

医療と介護の連携上の課題解決に向け、「町田・安
心して暮らせるまちづくりプロジェクト推進協議会」
において多職種連携研修会を企画・開催します。

高齢者が在宅で療養を続けるためには、医療や介
護など多職種の専門職の関わりが必要となります。
体調の急変時や入退院時など、複数の専門職が
必要とされる時にスムーズな連携を行うことを目的と
して、多職種連携研修会を開催します。

※活動内容が詳細に分かるよう、文言を修正しまし
た。

多職種連携研修会の開
催数

2回 ○

医療と介護の専門職を対象に「新
型コロナ感染症の現場での振り返
り」をテーマとして多職種連携研修
会を開催しました。
この研修会では、コロナの感染が
拡大する中で多職種協働で出来た
ことや困難だったことを振り返り、そ
のうえで、今後起こり得る同様の非
常事態に対する必要な備えについ
て考えました。

4

個
別
計
画

短期集中型
サービス利用
者への支援

要支援者等に対し、運動や面談を中心としたプロ
グラムを行う短期集中サービス（ＩＡＤＬ向上教室、
町ＤＡＰ）を実施し、生活機能の向上を図ります。
※「ＩＡＤＬ向上教室」とは、運動事業者による運動
プログラムを中心としたサービス。
「町ＤＡＰ」とは、リハビリテーション専門職による面
談を中心としたサｰビス。

短期集中型サービス利
用者の目標達成率

75% ○

短期集中型サービスであるIADL向
上教室を市内4会場、町DAPを5事
業所で実施しました。
IADL向上教室は28名、町DAPは
19名が参加し、計17名が終了しまし
た。参加者本人の立てた目標を16
名が達成しました。（目標達成率
94％）

引き続き短期集中型
サービス事業を実施し、
要支援者等の生活機能
の向上を図ります。

IADL向上教室は27名、町DAPは21名が終了
しました。（2024年1月11日時点）
終了後の評価表が提出されている40名のう
ち、36名が「約1km先のお店まで歩いて買い
物に行くことが出来る」「杖を使用してバスに
乗り出かけられるようになる」など、自身で立て
た目標を達成しました。（終了後の評価表未
提出者を除く）
また、新規要支援認定者向けの郵送物に短
期集中型サービスを紹介するチラシを同封
し、事業の周知に努めました。

90% B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

利用者の目標達成
率向上のため、リハ
ビリテーション専門
職や高齢者支援セ
ンターと連携して事
業を実施していきま
す。また、より多くの
方にご利用いただ
くため、引き続き、
事業の周知に努め
ます。

B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

高齢者が在宅で療
養を続けていくなか
での課題を的確に
把握し、課題に応じ
た適切なテーマ設
定を行い、専門職
や市民にとって有
用な研修会を企
画・開催します。

専門職を対象に、12月
にアドバンス・ケア・プラ
ンニング（※）をテーマと
した研修会を開催しま
す。また、市民を対象
に、3月にフレイル予防を
テーマにした研修会を開
催します。

（※）「自分はどう生きた
いか」についてあらかじ
め医療職・介護職等とと
もに計画をたてること。

将来感染症拡大等が発生した場合の備えとし
て、8月に、「新型コロナ感染症の現場での振
り返り」をテーマとした研修会を行い、非常時
に業務上支障になったことや専門職の役割等
の確認を行いました。また、12月には「アドバ
ンス・ケア・プランニング」（以下、ACP）につい
て、専門職の役割や関わり方等を学ぶ研修会
を開催しました。
3月には、市民にACPを周知するための研修
会を開催し、ACPの活用方法等について説明
を行いました。併せて同研修会では、参加者
の健康状態を確認するための「フレイル測定
会」も行いました。

3回



順
位

進
捗
状
況

評
価

A

A:当初の
目標を大
幅に上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

引き続き、窓口満
足度の維持・向上
に努めます。アン
ケートの内容につ
いては適宜見直し
を行ってまいりま
す。

4 -
時間外勤務時
間の削減

業務の適切な進行管理と業務プロセスの見直しに
より、業務の効率化と時間外勤務時間の削減を図
ります。

職員一人当たり時間外
勤務時間の月平均時間

10.8時間
（2022年度比
5％減）

△

効率的な打ち合わせを行うため
に、資料の事前確認を徹底し、時
間短縮を図りました。一方、ケース
ワーク業務において対応に時間を
要するケースが多かったことから、
時間外勤務時間が増加しました。

引き続き、適切な業務分
担及び業務の効率化を
検討します。

効率的な打ち合わせを行うために、資料の事
前確認を徹底しました。また、打合せの参加
者数を必要最小限にすることで他業務の従事
時間の確保に努めました。一方、ケースワーク
業務等、時間を要する業務の発生が続いたこ
とにより、時間外勤務時間が増加しました。

17.45時間 D

D:取り組
みました
が、成果
が不十
分である
ためで
す。

引き続き、業務分
担の適正化を行
い、業務の効率化
と時間外勤務の削
減を図ります。

10月のアンケート実施に向けて、窓
口満足度を測るアンケートの内容を
検討し、アンケート用紙を作成しま
した。

10月にアンケートを実施
します。アンケート実施
後は回答の集計・分析を
行い、窓口満足度の向
上につなげます。

接遇満足度の向上を図るため、窓口満足度ア
ンケートを11月から12月にかけて実施しまし
た。98件の回答数のうち、職員の接遇満足度
に肯定的な回答数は91件で、その割合は
92％となり目標値を大きく上回りました。

92%

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

引き続き、「相談記
録共有シート」を活
用し、相談者の情
報を組織内で共有
するとともに必要な
支援につなげてま
いります。

2 -
組織的対応力
の強化

虐待や支援拒否等、職員が対応を困難と感じた事
例について、ケースワーク担当者と相談員としての
経験及び専門資格を有する窓口担当者を交えた、
事例検討会を開催し、組織的対応力の強化を図り
ます｡

事例検討会の開催回数 12回 ○

事例検討会を4回実施しました（8月
末時点）。事例検討会では、ケース
ワーク担当者と窓口担当者が、対
応が困難となっている事案の対応
策について検討を行いました。

引き続き、事例検討会を
実施し、対応が困難な事
例を支援するための組
織的対応力強化を図りま
す。

事例検討会を12回実施しました。
事例検討会では、対応が困難となっている事
案について、ケースワーク担当者と窓口担当
者で課題解決に向けた検討を行いました。
職員の知識や経験に基づく様々な意見を出
し合い、解決の糸口となる支援内容を定め、
課題解決に向けて取り組みました。

12回 C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

引き続き、対応が困
難な事案の対応策
については、組織
内で検討し組織的
対応力の向上に努
めます。

1 -
組織内の情報
連携の推進

窓口に来庁した相談者の内、継続的に支援や対
応が必要と思われる相談者の正確な情報を組織内
で共有し、必要な支援につなげるための「相談記
録共有シート」を作成し、運用を開始します。

相談記録共有シートの
運用開始

計画
類型

「相談記録共有シート」を作成し、7
月から運用を開始しました。当該
シートを用いて、20件の相談事案
について組織内で情報共有をしま
した。（8月末時点）

引き続き、相談記録共有
シートを用いて情報共有
を行い、必要な支援につ
なげます。当該シートの
記載項目等について、2
月に見直し、ブラッシュ
アップを行います。

「相談記録共有シート」を活用し、52件の相談
事案について、組織内で共有しました。
共有した事案のうち、積極的な支援が必要と
思われるものについては、ケースワーク担当
者が相談者宅を訪問するなどして生活状況等
を把握し、介護サービスの利用や生活保護の
相談など必要な支援につなげました。

運用開始運用開始 ○

3 -
総合相談窓口
における対応
の充実

窓口満足度の向上のため、10月に窓口満足度アン
ケートを実施します。アンケート結果を基に、現状
把握及び業務改善を行い、総合相談窓口における
対応の充実を図ります。

窓口満足度アンケートの
「職員の接遇満足度」に
対し、肯定的な回答をし
た市民の割合

80% ○

部課名 いきいき生活部高齢者支援課高齢者総合相談担当

課の使命 支援が必要な高齢者とその家族が、住みなれた地域で安心して暮らすことができるよう、地域の関係者と連携して各種支援や環境づくりを進めます。

実行計画（年度目標）
年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応



順
位

進
捗
状
況

評
価

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

①「第9期町田市介
護保険事業計画」
に基づき、安定した
事業の運営を行い
ます。

②介護保険制度及
び「第9期町田市介
護保険事業計画」
の内容の理解促進
を図るため、引き続
き広く周知していき
ます。

2

個
別
計
画

「第8期町田市
介護保険事業
計画」(町田市
いきいき長寿
プラン21-23）
及び制度の周
知

ホームページの更新及びハートページ（※）の発行
等により、「第8期町田市介護保険事業計画」(町田
市いきいき長寿プラン21-23）や制度について周知
を図ります。

※市民が必要な介護サービスを速やかに利用でき
るように、介護保険制度の説明や、介護事業所等
の情報をわかりやすく掲載した冊子（年1回発行）で
す。

市民へ向けた周知の取
組件数

3件 ○

・よりわかりやすい制度周知とする
ため、ホームページの内容を見直
しました。
・ハートページ（2023～2024年・町
田市版）発行に向けた準備を進め
ました。
・6月に生涯学習センターの市民公
開講座にて介護保険制度の概要を
説明し、市民の理解を得られまし
た。

・ホームページの見直し
を適宜行い、制度周知を
行います。
　また、11月にハート
ページ（2023～2024年・
町田市版）12,000部を発
行し、介護保険課窓口
や高齢者支援センター
等に配布します。

・ホームページの見直しを適宜行い、介護保
険制度の周知を行いました。
・11月にハートページ（2023～2024年・町田市
版）を作成し、高齢者支援センター、介護保
険課等で配布し、介護保険制度や介護事業
所等の情報を周知しました。
・6月に市民公開講座を行い、介護保険制度
について、広く市民に周知することができまし
た。

3件 C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

・介護や支援が必
要になったときに、
速やかに介護サー
ビスが利用できるよ
うに、制度周知の必
要があります。
引き続きホーム
ページやハート
ページ等で制度周
知を行っていきま
す。

1 -

「第9期町田市
介護保険事業
計画」の保険
料の決定及び
制度周知

①2024～2026年度の介護保険事業の運営に向
け、「第9期町田市介護保険事業計画」の給付費の
推計を行い、持続可能な制度を実現するため、適
切な保険料を決定します。

②「第9期町田市介護保険事業計画」の内容を周
知し、制度改正への理解促進を図ります。

①「第9期町田市介護保
険事業計画」の保険料の
決定

②周知の取組件数

計画
類型

①第9期における給付費推計及び
保険料の算定を行い、9月27日の
町田市介護保険事業計画・高齢者
福祉計画審議会で算定額を示しま
した。
 また、パブリックコメント実施の準備
を進めました。

②介護保険の制度改正について、
国の動向に注視し、社会保障審議
会の情報収集を行いました。

①算定した保険料につ
いて、「（仮称）町田市い
きいき長寿プラン24-26」
と併せて12月頃にパブ
リックコメントを実施しま
す。
　介護保険制度改正及
び介護報酬改定等の影
響を踏まえ、再度保険料
を算定し、3月に市議会
の議決を経て第9期の介
護保険料を決定します。

②3月に制度改正パンフ
レットを約2,000部作成
し、「第9期町田市介護
保険事業計画」の内容を
市民へ周知します。さら
に、制度改正の内容を、
各事業所へ情報提供し
ます。

①「第9期町田市介護保険事業計画」期間中
の高齢者人口や要介護認定者数等の見込み
をもとに給付費等を推計し、3年間に必要な介
護保険料を算出しました。また、保険料上昇
抑制のため、介護給付費準備基金16.5億円
を活用し、介護保険料月額基準額を6,040円
に決定しました。

②市民に対し介護保険の制度改正内容等を
周知するため、パンフレット(2,000部)を3月下
旬に発行し、高齢者支援センター等で配布を
開始しました。また、各介護事業所に対し、制
度改正の内容を情報提供し、理解促進を図り
ました。

①決定

②2件

①決定

②2件
○

部課名 いきいき生活部介護保険課

課の使命
市民がいつまでも住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように、介護サービスを提供する事業者等と連携し、地域包括ケアシステムの深化・推進に取組みます。
介護保険制度をわかりやすく周知するとともに、「第9期町田市介護保険事業計画」の策定に向けた取り組みをし行い、適正な運営の推進を図ります。

実行計画（年度目標）
年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応



順
位

進
捗
状
況

評
価

計画
類型

年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応

5 -
組織的対応力
の強化及び業
務の効率化

①研修の実施により、課内業務における係間の相
互理解及び能力向上を図ります。

②業務量削減に向けた作業工程の効率化及び見
える化を行います。

①課内業務の相互理解
に向けた研修開催回数

②業務量削減に向けた
作業工程の効率化及び
見える化の実施

①3回

②実施
○

①6月に第1回課内研修【異動者向
け】（書面開催）を実施し、業務の理
解度が向上しました。

②業務について、作業工程の統一
化及びマニュアル作成により、効率
化や見える化が図れ生産性向上に
繋がりました。

D

D:取り組
みました
が、成果
が不十
分である
ためで
す。

要介護度改善者数
増加の推進のた
め、多くの施設職員
に対して事業が伝
わるよう、施設への
周知方法を工夫
し、良質な施設介
護サービスの提供
の促進を図ります。

4

個
別
計
画

介護保険の安
定的な財政運
営の実現

介護保険料の収納率は既に99％を超えた良好な
状態にあるため、督促状・催告書の発送や納付推
進員の居宅訪問などを通じて、徴収・制度周知活
動を行い、良好な収納率の維持を図ります。
またインターネットでの口座振替の申請について周
知し、口座振替を推進します。
さらに、スマートフォンを利用したキャッシュレス決
済を拡充します。

第8期介護保険事業計
画予定保険料収納率
（現年度分）

99.0％
○

・2023年4月から8月までに督促状
（113件）を毎月送付し、4月と8月に
催告書（2,199件）を予定通り送付し
ました。また、2023年4月から8月ま
でに納付推進員が居宅訪問(1,142
件）し、制度周知をしました。
・インターネットでの口座振替の申
請について、当初・更生通知にて
周知しました。インターネットでの口
座振替申請件数は、2023年4月か
ら8月までに482件あり、口座振替の
申請率が増加しました。
・5月から、2つのキャッシュレス決済
（楽天ペイ・FamiPay）が加わり、支
払方法を拡充したことにより、市民
の利便性が向上しました。
・2023年8月末時点の保険料収納
率（現年度分）は32.69％で、前年
同月の33.64％と同程度です。

・督促状（毎月）、催告書
（12月）を送付します。
・引き続き、納付推進員
は丁寧な制度説明等の
ため、居宅訪問を継続し
ます。

・毎月、督促状（全13,097件）を送付し、4月、8
月、12月に催告書（全3,359件）を予定通り送
付しました。また、納付推進員が居宅訪問（全
3,323件）し、期限内納付についての依頼や制
度周知を行いました。
・インターネットでの口座振替申請件数は、当
初の見込みは600件で、当初見込みより494件
（82.3％）増加しました。
・保険料収納率（現年度分）は99.5％となりま
した。

99.5％（見込
み）

B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

介護保険の安定的
な財政運営の実現
のためには、今後も
良好な収納率の維
持する必要がありま
す。また、町田市5
カ年計画に基づ
き、2024年度から収
納事務等を財務部
納税課へ統合し、
事務の効率化を図
ります。

・4月に奨励金の交付要件や年間
スケジュール等を説明しました。ま
た、施設職員の意欲向上につなが
るよう、5月の事業所連絡会で、過
去6年度分の奨励金の交付実績と
奨励金が職場環境の改善や福利
厚生のために活用されることを示し
ました。
・2022年度における要介護度改善
につながった事例等を把握するた
め、6月にアンケートを実施しまし
た。

・アンケート結果を踏ま
え、市内特別養護老人
ホームへ、要介護度改
善につながった好事例を
紹介し、要介護度改善
者数の増加を目指しま
す。
・2月に市内特別養護老
人ホーム入所者の要介
護度の改善状況を確認
します。

・4月～6月に、介護事業所連絡会等で事業の
取り組み内容等に関する説明やアンケートを
実施し、要介護度改善につながった好事例を
市内の特別養護老人ホームへ紹介し、事業
活用を促しました。

・特別養護老人ホームでは入所者1人ひとりの
状態に合わせて要介護度の改善に取り組ん
だ結果、102人の要介護度の改善が確認でき
ました。

・新型コロナウイルス感染症対策により要介護
度を見直すための訪問調査が困難であった
ため、全ての改善者を確認することができませ
んでした。

102人3

個
別
計
画

良質な施設介
護サービスの
提供の促進

良質な施設介護サービス提供の促進のため、イン
センティブ事業の周知を行い、市内特別養護老人
ホーム入所者における要介護度改善者数の増加
を目指します。

要介護度改善者数 150人 ○

B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

①今後も、課内業
務の相互理解のた
めの研修及び能力
向上のための研修
を実施します。

②今後予想される
介護保険利用者数
の増加に対応する
必要があります。
引き続き、業務の効
率化を図り、業務量
削減に努めます。

①第2回研修【全体向
け】を10月、第3回研修
【全体向け】を1月に実施
します。

②今後も適宜、マニュア
ルの内容を確認し、より
わかりやすい記載内容
に見直し、業務量削減を
行います。

①6月に第1回課内研修【異動者向け】、10月
に第2回研修【全体向け】、1月に第3回研修
【全体向け】を書面開催で実施しました。課内
全員が受講し、業務の理解度が向上しまし
た。

②業務量削減のため、各係でマニュアルの見
直しを行いました。
10月と11月に他自治体へ視察を行い、認定
業務を比較し介護認定審査会の議事録作成
業務の作業工程を見直しました。その結果、
年間147時間の業務量削減につながりまし
た。
また、認定状況の進捗確認について、Graffer
スマート申請を活用した電子申請を開始し、
業務量を削減しました。その結果、年間252時
間の電話対応時間削減につながりました。
この結果、2022年度の課の時間外勤務の約
17％にあたる、年間399時間の業務量削減に
つながりました。

①3回

②実施



順
位

進
捗
状
況

評
価

計画
類型

年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応

①システムの稼働に向け
て、庁内における運用方
法を検証していきます。

②委託業者へのタブレッ
ト端末の導入にむけて運
用の見直しを行い、委託
業者向けのマニュアルを
作成します。
また、1月にタブレット端
末を事業者へ導入し、利
用拡大を図ります。

①庁内における運用体制を整備し、3月に稼
働しました。

②委託業者へのタブレット端末の導入にむけ
て運用の見直しを行い、委託業者向けのマ
ニュアルを作成しました。
また、1月から、2台のタブレット端末を事業者
へ導入し、利用拡大しました。

①稼働

②さらなる安
定稼働

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

①電子伝送化の割
合を増やす方策を
検討します。

②委託業者内での
安定稼働を目指し
ます。

7

個
別
計
画

指定申請に関
する介護事業
者の文書負担
軽減

介護事業者の文書負担を軽減するため、介護事業
所指定に係る電子申請・届出システムの稼働を目
指します。

作業工程 稼働 ○

・電子申請・届出システムの稼働に
向けて、仕様の修正、確認を行い、
稼働の準備が完了しました。
・稼働について介護事業所に通知
による周知を9月に行い、介護事業
者の負担軽減について理解を得ら
れました。

・電子申請・届出の受付
を10月から開始します。

・稼働後もホームページ
や各種介護事業所連絡
会を通じて、随時電子申
請・届出の利用を促進し
ます。

・電子申請・届出システムを10月に稼働させ、
27件（全体の9.7％）の電子申請がありました。

・介護事業所連絡会やホームページを通じて
介護事業所に周知を図り、電子申請・届出シ
ステムの利用促進に努めました。

稼働 C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

電子申請・届出シス
テムの利用を拡大
し、介護事業者の
文書作成等の負担
を軽減するため、引
き続き各種介護事
業所連絡会を通じ
て周知を行ってい
きます。

6

個
別
計
画

デジタル技術
を活用した介
護認定事務の
効率化

①デジタル技術を活用し、主治医意見書の電子伝
送化が可能となるシステムの稼働を目指します。

②認定調査支援システム（※）の運用上の課題を
整理・改善し、システムのさらなる安定稼働を実現
し、利用拡大を図ります。

※タブレット端末を活用して、介護認定調査データ
を訪問先等で入力できるようにしたシステムです。

①作業工程

②作業工程

①稼働

②さらなる安
定稼働

○

①主治医意見書の電子伝送化に
向けて、庁内における運用方法に
ついて検討を行いました。

②認定調査システムの運用方法に
ついて検証を行い、実務に沿った
入力方法、手順の改善を図りまし
た。また、市の認定調査で利用して
いるタブレット端末を委託業者へ導
入するため、委託事業者と調整しま
した。
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